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「消えつつある谷津田」

植物部門　内山 治男

　村内には、畑地が広がる台地と、水田として
利用している低地とがあります。台地と低地が接
する場所で、入り組んだ地形の奥にある水田を

「谷
や つ だ

津田」と呼びます。
　谷津田の奥には、台地から染み出した水による
水たまりがあり、トウキョウサンショウウオ（両
生類）の産卵場所になっています。また、写真の
ヤナギスブタ（トチカガミ科）など、希少な植物も
生育しています。
　谷津田は、最近急激に減
少しています。その原因の
一つは、谷津田の維持･管
理が大変なことです。放棄
水田は、数年経つとヨシな
どで覆われてしまいます。
　谷津田の水たまりを生育地とする植物は、環境
変化が原因で姿を消します。谷津田周辺の土手で
は定期的な草刈りが行われなくなり、草地を好む
植物も、同時に姿を消しつつあるのは残念です。

■問い合わせ 生涯学習課文化･スポーツ振興担
当（☎282-1711 内線1423）

東海村自然調査員 presents

　自然調査最前線！！
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　現在、村の自然調査団が村内全域で調査を行っ
ており、自然に関する皆さんからの情報を求めて
います。村内での動･植物、化石･岩石の発見や疑
問･質問等、お気軽に事務局へお寄せください。

「ご注意ください！」
　昨年、消費生活センターに寄
せられた相談を、ご紹介します。

【架空請求】 ▼最近ははがきによ
る手口から、電子メールやSMS

（ショートメッセージサービス）による手口に変わっ
ています。請求項目は「有料サイト利用料」「デジタ
ルコンテンツ利用料」などで、「払わないと財産を差
し押さえる」と表示され、どうすればよいかという
相談でしたが、問い合わせ先の電話やメールアド
レスにアクセスすると、自分の情報を教えることに
なるため、身に覚えのない請求は相手にしないよう
にしましょう。ひどい場合は、契約している携帯の
お店に迷惑メール対策の相談をしましょう。

【還付金詐欺】 ▼年末に「役場職員を名乗る者から還
付金の電話を受けた」という相談が相次ぎました。

「手続きが済んでいないので、銀行からの連絡に
従ってください」と、村に相談させずにATMから振
り込ませる手口です。このような電話を受けたら、
相手の所属･名前を記録して役場に確認しましょう。

【公的機関をかたる不審電話】 ▼「国民生活センター
から電話を受けた」という情報提供もありました。

「あなたの個人情報が詐欺グループのリストに載っ
ており、削除するのに費用が掛かる」と、料金を請
求するものですが、国民生活センターが個人宅へ
電話や料金請求をすることは、絶対にありません。

【マイナンバー便乗詐欺】 ▼ マイナンバー制度にか
こつけて、個人情報を聞き出す電話や、カードの
発行料の請求が発生しています。マイナンバーカー
ドの発行は、現在のところ無料です。不審な電話
を受けたら、消費生活センターへご相談ください。
■問い合わせ　消費生活センター（村民相談室内 
　☎287-0858）
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